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中古住宅流通市場の活性化に向けた検討調査（東京都）

【調査の背景と目的】

 
中古住宅が円滑に流通することにより、住宅の選択肢の拡大、住宅の長寿命化による住居費負

担の軽減、建設廃材の削減によるごみ処理の減少、地球環境問題への貢献など、経済や環境面に

おいて様々な効果が期待できる。 

【調査結果（概略）】
出典：東京都「中古住宅流通市場の活性化に向けた検討調査報告【概要】」

 

中古住宅流通市場の実態について総合的な調査を実施 

【調査結果（概略）】

○東京における既存住宅流通市場の市場規模、成約件数・価格、
成約物件の概要等について、東日本レインズのデータにより把握

既存住宅流通市場の実態調査（平成24年度）

平成24・25年度調査結果

○既存住宅取引に関する消費者の意識について、
以下の層を対象にWebアンケート調査を実施
①住宅購入を検討している層
②新築住宅を購入した層
③中古住宅を購入した層

○平成24年度の全体調査により、消費者は、
中古住宅の性能が不透明であることに不安
を抱いていることが明らかになった。

○平成25年度は「3つの仕組み（住宅検査・③中古住宅を購入した層
④住宅購入を検討していない層
（各515人、計2,060人）

住宅検査等を実施する既存住宅

○平成25年度は「3つの仕組み（住宅検査

住宅履歴・瑕疵保険）」を備えた中古住宅
の取引事例100件を収集してその効果を検
証。売主、買主、仲介事業者へのアンケー
ト及びヒアリングの結果、「3つの仕組み」の
有効性が確認された。

○消費者の不安解消に有効と考えられる
①住宅検査の実施
②既存住宅瑕疵保険の加入
③住宅履歴情報の登録
の全て又はいずれかを行った既存住宅の取引事例100件を収集

取引事例調査（平成25年度）

○一方で、事例収集自体は難航。その理由
としては、「3つの仕組み」の認知度が想像
以上に低いこと、仕組みの実施が住宅の資
産価値向上に直結せず、逆に粗探しをされ

ているように捉えられていることなどが考え

出典：東京都「平成26年度 第3回 東京都住宅政策審議会企画部会（平成26年8月6日）における資料 資料-7 住宅政策の検討課題【資料集】」

の全て又はいずれかを行った既存住宅の取引事例100件を収集

○収集した取引事例に関係する売主・買主・仲介事業者等へのアン
ケート・ヒアリングに より、①～③の有効性を検証

ているように捉えられていることなどが考え
られる。
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Ｑ 中古住宅を購入する場合 新築住宅と比べてどのような不安があると思いますか あてはまるものを３つまでお

東京都の調査結果（平成２４年度）＜抜粋＞

中古住宅の不安として 現在都内の住宅購入を検討している層では 「建物の構造に隠れた不具合や欠陥がある

Ｎ＝５１５（現在都内の住宅購入を検討している層）

Ｑ 中古住宅を購入する場合、新築住宅と比べてどのような不安があると思いますか。あてはまるものを３つまでお
選びください。

中古住宅の不安として、現在都内の住宅購入を検討している層では、「建物の構造に隠れた不具合や欠陥がある
のではないか」「物件の価格が妥当かどうか」「建物の設備に隠れた不具合や欠陥があるのではないか」の順

出典：東京都「中古住宅流通市場の活性化に向けた検討調査報告」 3



東京都の調査結果（平成２４年度）＜抜粋＞

Ｑ 中古住宅の購入にあたって どのような支援があれば魅力的ですか 以下の１～９それぞれについて あてはま

Ｎ＝５１５（現在都内の住宅購入を検討している層）

Ｑ 中古住宅の購入にあたって、どのような支援があれば魅力的ですか。以下の１～９それぞれについて、あてはま
るものをお選びください。

中古住宅の購入にあたってとても魅力的であるとした支援について、「物件の不具合や欠陥があった場合の保証制
度」「中古住宅取得に係る税制の優遇」「リフォーム事業者の信用度を確認できる仕組み」の順

※上記調査結果においては、既に都内に中古住宅を購入した層および新築住宅を購入した層においても概ね上記と同様の結果がでている。

出典：東京都「中古住宅流通市場の活性化に向けた検討調査報告」
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東京都の調査結果（平成２４年度）＜抜粋＞

Ｎ＝５１５（現在都内の住宅購入を検討している層）

Ｑ あなたは中古住宅向けの「瑕疵
保険」を知っていましたか。

Ｎ＝５１５（現在都内の住宅購入を検討している層）

Ｑ あなたは「住宅履歴情報」を知っ
ていましたか。

Ｎ＝５１５（現在都内の住宅購入を検討している層）

Ｑ あなたは「ホームインスペクション」
を知っていましたか。

中古住宅向けの「瑕疵保険」について

、「言葉も内容も知らなかった」が７割

（現在都 住 購入を検討 層）

「住宅履歴情報」について、「言葉も内

容も知らなかった」が７割

「ホームインスペクション」について、

「言葉も内容も知らなかった」が７割

出典：東京都「中古住宅流通市場の活性化に向けた検討調査報告」
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資料２－２資料２ ２

ストック型住宅市場への転換に向けた
住宅瑕疵担保履行制度 活用住宅瑕疵担保履行制度の活用
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【政府方針】

ストック型住宅市場への転換に向けた住宅瑕疵担保履行制度の活用

『住生活基本計画』（H23.3）：「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」社会への移行

『中古住宅・リフォームトータルプラン』（H24.3）：リフォームにより住宅ストックの品質・性能を高め、中古住宅流通に
より循環利用されるストック型の住宅市場に転換

実現に向けて・・・

○ 一部のハウスメーカー等では、住宅取得者が長期間にわたって快適に安心して暮らせるように、定期検査や
必要なメンテナンス工事の実施を要件として、品確法で定める引渡後１０年間の瑕疵担保責任期間が経過し
た後も独自の瑕疵保証サービスを提供しているた後も独自の瑕疵保証サ ビスを提供している。

○ 住宅ストックの品質・性能をできるだけ長期間にわたって維持する取り組みを広く推進していく観点から、
住宅瑕疵担保履行制度の仕組みを活用して、同様のサービスを提供できないか。

住宅所有者(消費者)のメリット
事業者(建築・宅建)のメリット

・自社保証によらない保証サービスの

【イメージ】

・長期にわたって安心して暮らせる住宅
の実現

・住宅の現況把握と、適時適切なメンテ
ナンスや必要に応じたリフォームの実
施による、住宅の価値の維持・向上

・自社保証によらない保証サービスの
提供が可能に

・OB顧客等を対象とする現況検査、
メンテナンス、リフォームの受注機会
の増加
検査済 保証付き物件 流通増加

現況検査 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 瑕疵保証施による、住宅の価値の維持 向上
・検査済、保証付き物件の流通増加(ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ) ﾘﾌｫｰﾑ

社会全体のメリット＝優良な住宅ストックの増加

定期的な現況検査（インスペクション）の普及による既存住宅の状態の把握・定期的な現況検査（インスペクション）の普及による既存住宅の状態の把握
・適時適切なメンテナンスや必要に応じたリフォームの実施による、優良な住宅ストックの増加
・安心して取引できる検査済、保証付き物件の増加による中古住宅流通の活性化
・メンテナンスやリフォーム工事の需要増による市場の活性化

7



資料２－３資料２ ３

リフォーム瑕疵保険を活用した民間金融機関の取組
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リフォーム瑕疵保険を活用した民間金融機関の取組について

担保 ム瑕疵保険を活用した ム瑕疵保険を活用した取組 経緯 考え方
銀行 ローンの種類

担保の
要否

リフォーム瑕疵保険を活用した
取組の有無、内容

リフォーム瑕疵保険を活用した取組の経緯・考え方
又はそうした取組を実施しない理由等

Ａ銀行
リフォームロー

不要

リフォーム瑕疵保険への加入を要件とし
たリフォームローンでは、リフォーム瑕疵

住宅瑕疵担保責任保険法人に登録された事業者がリ
フォーム工事を行うものであること、リフォーム瑕疵保険に

Ａ銀行
ン

不要
保険加入が要件でないリフォームローン
に比べて、金利を▲0.5％で設定。

加入できる工事であることから、一定の品質が担保された
リフォーム工事と判断したもの。

Ｂ銀行

住宅＋リフォー
ム一体型ローン

要
リフォーム瑕疵保険を利用する工事につ
いて 工事請負金額(税抜)の80％を担保

リフォーム瑕疵保険を利用する工事とすることで、対象工
事が適切なものかどうかという点で透明性が上がると判

Ｂ銀行
(住宅ローンの
一種)

要 いて、工事請負金額(税抜)の80％を担保
評価額に加算。

断したもの。また、リフォーム工事における詐欺のような事
例を除外する効果も期待できる。

住宅＋リフォー
ム 体型 ン

リフォームの請負業者が住宅瑕疵担保責
任保険協会ホームページの『登録事業者
等 検索 』 事登録会

リフォーム瑕疵保険のリフォーム工事登録会社であれば、
適切な施工が期待できると判断したもの。リフォーム瑕疵

Ｃ銀行
ム一体型ローン
(住宅ローンの
一種)

要
等の検索サイト』にリフォーム工事登録会
社として掲載されている場合には、担保
評価額にリフォーム金額を加えることがで
きる。

適切な施工が期待できると判断したもの。リフォ ム瑕疵
保険の加入を条件とすれば安全性の観点からはプラス要
素になるが、リフォーム工事代金に比して保険料が高い
等の理由から保険加入までは求めないこととした。

Ｄ銀行

住宅＋リフォー
ム一体型ローン
(住宅ローンの
一種)

要
無

(中古住宅購入＋リフォーム代金一体型
ローンの取扱は有)

リフォーム瑕疵保険の加入によるリスク低減効果が定量
的には計測できないとの判断によりリフォーム瑕疵保険を
活用した各種優遇取組は実施していないが、リフォーム瑕
疵保険の加入が進めば、中古住宅市場全体の安定性向
上といった効果は期待できるのではないか。ロ ンの取扱は有) 上といった効果は期待できるのではないか。

Ｅ信金

住宅＋リフォー
ム一体型ローン
(住宅ロ ンの

要
無

住宅＋リフォーム一体型ローンの取組自体が緒についた
ばかりであり、今後検討を進めていく予定。ローンの対象
住宅のリスク評価においては躯体の信頼性が重要であり、
瑕疵保険の検査で躯体の損傷の有無や劣化の度合い等(住宅ローンの

一種)
(中古住宅購入＋リフォーム代金一体型
ローンの取扱は有)

瑕疵保険の検査で躯体の損傷の有無や劣化の度合い等
が確認できれば、貸し手のリスク判断上、安全サイドに評
価できると考えている。

※国土交通省による各金融機関へのヒアリング等に基づき作成 9


